
ＢＳＥ対策の概要

・ と畜場におけるＢＳＥ検査体制及び特定部位の除去体制の確立。

・ 肉骨粉等の飼料原料の給与規制等によるＢＳＥ感染経路の遮断。

・ ２４か月齢以上の死亡牛についての届出義務とＢＳＥ検査体制の確立。

【13年10月18日】
と畜されるすべての牛のＢＳＥ検査を実施

【17年 8月 1日】
ＢＳＥ検査対象月齢を21か月齢以上に見直し
（自主的な対応により全県で全頭検査を継続）
（21年５月末までに約９４１万頭実施 うち陽性22頭）

と畜場
特定部位（頭部（舌及び頬肉を除く）、せき
髄、回腸遠位部）を除去（１６年２月より加
工段階でせき柱を除去、焼却）

特定部位は焼却

生産農場
肉骨粉等

【13年10月4日】
飼料・肥料としての肉骨粉等について、
すべての国からの輸入、国内における
製造・出荷を一時全面停止。その後、
法的に規制。科学的見地に基づき随時
その取扱いを見直し。
【17年4月1日】
豚由来肉骨粉について、交差汚染防止
対策として、大臣確認制度を導入の上、
豚、鶏用飼料への利用を再開。
【17年8月30日】
輸入飼料の原材料の届出、小売業者
の届出の義務化。

家畜保健衛生所

【15年4月1日】
24か月齢以上の死亡牛の届出を義務付け、ＢＳＥ検査を開始。
【16年４月１日から、完全実施】
死亡牛検査頭数：21年５月末までに約５４万頭実施 うち陽性１４頭

死亡牛
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